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改正貨物自動車運送事業法について



「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置                                                                                 【流通業務総合効率化法】

〇物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が本年４月
から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

背景・必要性

改正法の概要

〇軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。

→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。

・ 何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性（右図）。
・ 物流の効率化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容について、抜本的・総合的な対策が必要。
・ 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境を整備。

【荷主等が取り組むべき措置の例】＜パレットの導入＞

バラ積み・バラ降ろしに
よる非効率な荷役作業

パレットの利用による
荷役時間の短縮

〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書面による交付等を義務
付け＊2 。

〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。

〇下請事業者への発注適正化について努力義務＊3 を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
＊2・3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け。

〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置                                                                                 【貨物自動車運送事業法】

３．軽トラック事業者に対する規制的措置                                                                                   【貨物自動車運送事業法】

【目標・効果】 物流の持続的成長
【KPI】 施行後3年で（2019年度比） ○荷待ち・荷役時間の削減 年間125時間/人削減

                      ○積載率向上による輸送能力の増加 16パーセント増加

〇①荷主＊1（発荷主・着荷主） 、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
＊1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

〇上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。

〇上記①②のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、
中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。

〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

※法律の名称を変更。

※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉
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トラック事業者の取引に対する規制的措置                                 【貨物自動車運送事業法】

【多重下請構造のイメージ】 【他のトラック事業者を利用して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請金額は、
請け負った金額の概ね何％か】

（令和４年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象としたアンケート調査より）

はい

74%

いいえ

26%

100%～

4%

95～99％

28%

90～94％

42%

90％未満

 26%

※調査対象としている下請行為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。

真荷主 元請事業者

１次下請け

２次下請け

…

n次下請け
（実運送事業者）

物流業界の多重下請構造の是正に向けた取組につなげるとともに、
実運送事業者の適正運賃収受を図る。



3

トラック事業者の取引に対する規制的措置                                 【貨物自動車運送事業法】

⇒ 令和７年４月１日施行

利用運送を行うときに委託先への発注適正化（健全化措置）について努力義務＊ を課すとともに、一定規模以
上の事業者に対し、健全化措置に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任を義務付け。

【法第24条第１項、法第24条の２～第24条の４関係】

1.書面交付関係

２.健全化措置関係

３.実運送体制管理簿関係

運送契約締結時に、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等に
ついて記載した書面の交付を義務付け＊ 。 【法第12条、第24条第２項・第３項関係】

元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。また、
各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け。 【法第24条の５関係】

＊ 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

荷主の皆様に関係がある点を中心にご説明



1.書面交付関係

○ 運送契約締結時に、以下の事項について記載した書面交付を義務付け

・ 真荷主＊とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付（法第12条）

・ トラック事業者等が利用運送を行うときは、委託先への書面交付（法第24条）

○ 交付した書面については、その写しを一年間保存すること

トラック事業者の取引に対する規制的措置①                               【貨物自動車運送事業法】

4

① 運送役務の内容・対価

② 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価

③ その他の特別に生ずる費用に係る料金（例：有料道路利用料、燃料サーチャージなど）

④ 運送契約の当事者の氏名・名称及び住所

⑤ 運賃・料金の支払方法

⑥ 書面の交付年月日
・ メール等の電磁的方法でも可

・ 基本契約書が交わされている場合、その基本契約書

に記載されている内容については省略可

【交付書面の記載事項】
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以下の①～③のすべてに該当する者を指す。
① 自らの事業に関して
② 貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、
③ 貨物自動車運送事業者以外のもの

① ： 第12条の規定に基づく書面交付
（真荷主⇔トラック事業者）

② ： 第24条の規定に基づく書面交付
トラック事業者・利用運送事業者

⇒トラック事業者・利用運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

②
書面交付

真荷主

真荷主

真荷主とは



※赤枠は法定事項
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あくまでも一例であり、法定事項が網羅されていれば、

既存のものやメール等でも可（新たに書面を作成する必要はなし）

交付書面の一例
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問 2-6 運送契約を締結する時点で法定の記載事項はすべて網羅していなければいけませんか。

答 運送契約締結時に未定の事項がある場合（例えば附帯業務の有無など）、当該事項以外の
事項について書面交付を行い、後日内容が決定した時点で、その内容について記載した書面を別途
交付するという対応をとることについては問題ありません。この場合、当初交付した書面（以下「当初
書面」という。）と後日交付した書面（以下「後日書面」という。）の関連性を確認できるようにしてお
く必要があります。また、後日交付する書面については、遅くとも運送が行われる前には交付しなければ
なりません。

問 2-10 基本契約書を交付していれば、日々の運送依頼について書面交付は不要でしょうか。

答 法定事項が基本契約書で網羅されていれば、日々の運送依頼について書面交付は不要ですが、
例えば、附帯業務の有無が運送ごとに異なり、各運送依頼時にその有無が確定するような場合には、
それぞれの運送依頼ごとに当該附帯業務の有無等について記載した書面を交付する必要があります。

改正トラック法Q&A（国土交通省HP）
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html

問 2-18 書面交付義務に違反した場合、罰則や行政処分の対象となりますか。

答 罰則はありませんが、貨物自動車運送事業者についてはトラック法第 33 条に基づく行政処分の対
象となる可能性があります。また、荷主についてもトラック・物流Ｇメンによる是正指導の対象となる
可能性があります。

Q&A



トラック事業者の取引に対する規制的措置                                 【貨物自動車運送事業法】

２.健全化措置関係＜努力義務について＞

○ 元請事業者等に対し、利用運送を行うときに、委託先への発注適正化（健全化措置）を講ず

ることを努力義務化。具体的な内容は以下のとおり。

【健全化措置の内容】 ※次ページにイメージ図を掲載

①実運送コストの把握

 利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、その概算額を勘案して利用の申込みをすること

②低運賃・料金に係る荷主への交渉の申出

 荷主が提示する運賃・料金が①の概算額を下回る場合、当該荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨を

申し出ること

③委託先に「再々委託の制限」等の条件を付与

 委託先のトラック事業者が再委託を行う場合に関し、委託先に対して、例えば「二以上の段階にわたる委託の制限

（再々委託の制限）」等の条件を付すこと
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※あくまでも例示であり、委託先に対してその他の条件を付すことによっ

て対応していただくことでも問題ありません。

 例）「再委託を行う場合は、再委託先の運送に要する費用を聞き

取る場を設けたうえで申込みをすること」 など



健全化措置のイメージ

措置の内容 イメージ

① 【実運送コストの把握】
利用する運送に要する費用の
概算額を把握した上で、当該
概算額を勘案して利用の申込
みをすること。

② 【低運賃・料金に係る荷主への
交渉の申出】
荷主が提示する運賃・料金が
①の概算額を下回る場合、当
該荷主に対し、運賃・料金に
ついて交渉をしたい旨を申し出
ること。

③ 【委託先に「再々委託の制限」
等の条件を付与】
委託先の一般貨物自動車運
送事業者が再委託を行う場
合に関し、委託先に対して、例
えば「二以上の段階にわたる委
託（再々委託）の制限」等の
条件を付すこと。

概算額をヒアリング 概算額を勘案し申込み

元請 下請 元請 下請

荷主
元請 下請 荷主 元請

Ａ社 Ｂ社
＝「委託先の一般貨物

自動車運送事業者」

条件を付す

Ｃ社

１段階目の委託
（再委託）

引き受けた運送を他の事業者に再委託する場合、
再々委託は行われないようにしてください。

運賃・料金を交渉「荷主が提示する運賃・料金＜①の概算額」の場合

いくらで運送
できますか？

燃料費高騰のため、100
万円以下だと赤字です。

110万円で申し
込みます。

ありがとうござい
ます。

荷物が通常より多く
なるのですが、いつ
もの90万円でお願い
できますか？

確認します。

いくらで運送
できますか？

ご依頼の荷物量だと、トラッ
ク１台追加する必要があるの
で、価格交渉させて下さい。

110万円は必要です。

トラック足りないか

ら1台追加で下請け

にださなくちゃ・・

Ｄ社

２段階目の委託
（再々委託）
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○ 元請事業者に対し、以下の事項について記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け

※ 作成の対象となる貨物の重量は1.5トン以上

※ 元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至る

までの一連の委託関係が明らかとなっている場合、運送ごとの作成は不要（一度作ればよい）

○ 作成した実運送体制管理簿は１年間保存すること

○ 各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け

○ 真荷主は、元請事業者に実運送体制管理簿の閲覧請求が可能

【実運送体制管理簿の記載事項】

① 実運送事業者の商号又は名称

② 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間

③ 実運送事業者の請負階層

３.実運送体制管理簿関係
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トラック事業者の取引に対する規制的措置③                               【貨物自動車運送事業法】



積込日 運送区間 貨物の内容 実運送事業者の商号又は名称 請負階層 車番 ドライバー名

2/1（木） ××工場～〇〇工場 食品機械 A運輸 １次請け 11-11 ○○

2/1（木） ○○工場～Z営業所 冷凍食品 X運輸 元請け 22-22 ○○

2/1（木） Z営業所～小売店ア 冷凍食品 C運輸 ２次請け 33-33 ○○

2/2（金） ××工場～倉庫ウ 飲料 D運輸 １次請け 44-44 ○○

2/2（金） ××工場～倉庫ウ 飲料 E運輸 ２次請け 55-55 ○○

2/2（金） ××工場～倉庫ウ 飲料 G運輸 ３次請け 66-66 ○○

実運送体制管理簿のイメージ

実運送体制管理簿（食料品メーカー甲社）

・・・

実運送体制管理簿（製紙メーカー乙社）

実運送体制管理簿（機械メーカー丙社）

赤枠：必須の記載事項

・既存の配車表を活用するなど、事業者の取り組みやすい形で作成可能。電磁的記録での作成も可。

・・・
・・・

・・・
・・・

・・・

・・・

・・・

※「調味料」は元請事業者がすべて自身で実運送した（利用運送を行っていない）ため、管理簿への記録は不要

※元請事業者自身が管理簿に記載されるのは
「一部を自身が実運送し、残りを利用運送した場合」 のみ

※元請事業者は実運送をしていない（すべて利用運送した）
 ため、元請事業者自身は管理簿には記載されない
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・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、機械メーカー丙社）

・食料品メーカー甲社からの運送依頼について、前ページの下請構造により運送した場合

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸



荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

＜パターン３：貨物自動車運送事業者から貨物利用運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

真荷主 ※貨物軽自動車運送事業者は除く

実運送体制管理簿の作成主体について

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

： 管理簿の作成主体

真荷主

真荷主

※貨物軽自動車運送事業者は除く

※貨物軽自動車運送事業者は除く

12



実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー

荷主

貨物自動車
運送事業者

(元請)

・・・
貨物自動車
運送事業者

（n次請）

・・・

実運送体制管理簿
を作成する

実運送事業者の名称/商号、運送区間、貨物の内容、何次請けか

元請A社の連絡先、真荷主の名称、
何次請けか

: 通知事項: 運送委託

※実運送を行う
 場合

実運送あり
⇒ 元請事業者への

通知義務

※貨物軽自動車運送事業者は除く

貨物自動車
運送事業者

（3次請）

貨物利用
運送事業者

（2次請）

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

かつ

（１次請）

貨物利用運送事業者
にも「委託先への通知
義務」がかかる

真荷主

「1.5トン」は
この時点で
判断

併せて、「実運送体制管理簿の作成対象
である」旨を確実に委託先へ伝える

実運送なし
⇒ 元請事業者

への通知なし

※「委託先への通知義務」
はあり

13
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①書面交付関係
・真荷主の立場でトラック事業者と運送契約を締結するときは、必要事項を
記載した書面を交付（相互）・・・【義務】

・交付した書面については、その写しを１年間保存・・・【義務】
※上記交付義務に違反した場合、荷主についてもトラック・物流Gメンによる

是正指導の対象となる可能性

②健全化措置関係
・低運賃・料金にかかる荷主への交渉の申出（元請事業者⇒荷主）

③実運送体制管理簿
・真荷主は、元請事業者に実運送体制管理簿の閲覧請求が可能

トラック法改正 まとめ（※荷主関連抜粋）
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（参考１）トラック・物流Ｇメンについて



トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化

➢トラックドライバーは、労働時間が長く、低賃金にあることから、担い手不足が喫緊の課題。

➢働き方改革の一環として、2024年4月からドライバーに時間外労働の上限規制（年960時間）が適用されるが、これによる物流への
影響が懸念（「2024年問題」）。

➢国土交通省では、貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への「働きかけ」「要請」等による是正措置を講じてきたが、2024年問題を前
に、強力な対応が必要。

➢このため、新たに「トラックGメン」を設置することで荷主等への監視体制を緊急に強化し、荷主対策の実効性を確実なものに。

⇒ 令和5年7月21日、162名体制※で本省及び地方運輸局等に設置

※緊急増員80名（本省２名、地方運輸局等19名、運輸支局等59名）、既存定員との併任等82名（本省13名、地方運輸局等16名、運輸支局等53名）

国土交通省
（本省、地方運輸局・支局）

トラック事業者

関係省庁
（中企庁、公取委、厚労省）

荷主
・

元請トラック事業者

荷主所管省庁
（経産省、農水省 等）

連携 連携

トラックGメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化

トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し
情報収集力を強化（2023年度～）

トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」   
制度※の執行力を強化（2023年度～）

トラック法に基づ
く是正措置

情報収集

※2018年に議員立法で制定。2023年6月に適用期限を「当分の間」に延長。
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「トラック・物流Ｇメン」への改組と体制の拡充

概要

スケジュール

11月１日  新体制始動
11月～12月  集中監視月間

業務フローのイメージ

荷主

トラック担当Ｇメン 倉庫担当Ｇメン

〇  令和５年７月に発足したトラックＧメンは、これまでに荷主等に対して1,000件超の是正指導を行うなど、着実

に成果を挙げてきている。

〇  他方で、荷待ち時間の削減などにあたり、倉庫業者の取組みは寄託者である発・着荷主の協力が必須であり、サ

プライチェーン全体の取引環境を適正化するために倉庫業者からの意見聴取や情報収集も必要な状況。

〇  また、荷主による買いたたきや価格転嫁交渉に応じない事例など、荷主と倉庫業者との間の取引適正化が課題。

〇  このような状況を踏まえ、トラックＧメンの改組及び拡充を行い、荷主等に向けた対策の実効性を更に高める。

 連携

「トラック・物流Gメン」

是正指導を強力に実施

倉庫業者トラック事業者

物流のサプライチェーン全体の取引の適正化に向け、トラックＧメンを物流産業全体の健全化に向けた組織とすること

参考 ○流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）（衆・国交委） 

Ｇメン調査員

荷主の行為を
情報収集

業界団体

荷主の行為を
情報収集

＜トラックGメンの改組＞
・現行のトラックGメンについて、物流全体の適正化を図る
観点から、「トラック・物流Gメン」に改組し、 倉庫業者
からも情報収集

＜体制の拡充＞ 現行162名に、
・国交省の物流担当職員（本省・各地方運輸局等）
から29名
・各都道府県のトラック協会が新たに設ける「Gメン調査
員」166名

を追加し、総勢360名規模で対応
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ブロック別働きかけ・要請・勧告実施件数（令和７年３月末時点）

働きかけ・要請・勧告
実施件数の違反原因行為内訳

48.3%

19.5%

16.0%

6.8%

5.6%
3.5% 0.4%

長時間の荷待ち 契約にない附帯業務

運賃・料金の不当な据置き 無理な運送依頼

過積載運行の指示・容認 異常気象時の運行依頼

その他

対応内容 荷主・元請数 内訳

勧告 4 荷主2・元請1・その他1

要請 187 荷主97・元請84・その他6

働きかけ 1506 荷主1018・元請436・その他52

※ 働きかけ・要請・勧告は、荷主等の本社に対して実施

〈ブロック別実施状況〉

沖縄総合事務局

要請：  0
働きかけ：11

北海道運輸局

要請：  4
働きかけ：63

東北運輸局

要請： 5
働きかけ：46

関東運輸局

勧告：  3
要請： 93

働きかけ：548中部運輸局

要請：  17
働きかけ：138

近畿運輸局

勧告：    1
要請：  35

働きかけ：204

北陸信越運輸局

要請：  5
働きかけ：133

中国運輸局

要請： 9
働きかけ：117

四国運輸局

要請：11
働きかけ：79

九州運輸局

要請：  8
働きかけ：167

18
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（参考２）標準的運賃について
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附則
（標準的な運賃）
第一条の三  国土交通大臣は、当分の間、事業用自動車の運転者の労働条件を
改善するとともに、一般貨物自動車運送 事業の健全な運営を確保し、及びその担
う貨物流通の機能の維持向上を 図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的
な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定
めることができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による標準的な運賃を定めたときは、遅滞なく、
これを告示しなければならない。 

３ 国土交通大臣は、第一項の規定による標準的な運賃の設定については、 運輸
審議会に諮らなければならない。

貨物自動車運送事業法（抜粋）



「標準的運賃」 及び「標準運送約款」の見直しについて

⚫ 「標準的運賃」について、以下の見直しを行う。
• 燃料高騰分や高速道路料金なども含めて適正に転嫁で

きるよう、運賃水準の引上げ幅を提示
• 荷待ち・荷役などの輸送以外のサービスの対価について、

標準的な水準を設定
• 下請けに発注する際の手数料の設定 等

⚫ 併せて、「標準運送約款」について、契約条件の明確化等の
見直しを行う。

令和5年 8月30日 第１回検討会（論点整理）
10月27日  第２回検討会（提言素案の整理）
12月７日  第３回検討会（提言取りまとめ）

⇒ 「標準的運賃」 及び 「標準運送約款」 を改正

⚫ トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主との運賃交渉に臨むにあたっての参考指標として、
「標準的運賃」 制度を創設（令和2年4月告示）。

⚫ 実運送事業者に正当な対価が支払われるよう、令和5年中に所要の見直しを図るため、「標準的な運
賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」（※）を設置し、論点整理と方向性について議論を実施。

（※）行政機関（国土交通省、経済産業省、農林水産省等）、学識経験者、荷主団体、物流事業者団体等

「標準的運賃」 の活用状況 見直しの方向性

見直しに向けたスケジュール

6% 9% 11% 20% 20% 15% 9% 4
2

1 4

5% 6% 8% 16% 20% 21% 13% 5%
2

n=1,854

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度 n=1,593

11％
35％

45％
15％

10割 2割
10割超 9割 8割 7割 6割 5割 4割 3割 1割以下

3
1

運
賃
交
渉
の
実
施

収受でき
なかった

31％

10％ 8％ 14％

新たな運賃は提示していない
（既存の自社運賃を継続）

希望額を収受できた 一部収受できた 交渉中 その他

63％

33％

21％ 27％

30％

荷
主
の
理
解

n=4,401

n=3,032

具体的な値上げ額や
値上げ率を提示している

20％

5％

交渉自体に
応じてもらえなかった

69％

＜標準的運賃に係る実態調査結果（令和４年度）の概要＞

＜「標準的運賃」と契約額の乖離状況＞
＝「標準的運賃」同等

標準的運賃を
提示している

標準的運賃を考慮した
自社運賃を提示している
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＜運賃水準の引上げ幅を提示＞
⚫ 運賃表を改定し、平均約８％の運賃引上げ 【運賃】

⚫ 算定根拠となる原価のうちの燃料費を120円に変更し、燃料サーチャージも120円を基準価格に設定 【運賃】

＜荷待ち・荷役等の対価について標準的な水準を提示＞
⚫ 現行の待機時間料に加え、公共工事設計労務単価表を参考に、荷役作業ごとの「積込料・取卸料」を加算 【運賃】

⚫ 荷待ち・荷役の時間が合計２時間を超えた場合は、割増率５割を加算 【運賃】

⚫ 標準運送約款において、運送と運送以外の業務を別の章に分離し、荷主から対価を収受する旨を明記 【約款】

⚫ 「有料道路利用料」を個別に明記するとともに、「運送申込書／引受書」の雛形にも明記 【運賃】【約款】 

1,760円/30分（4tクラス中型車）

2,180円/30分（4tクラス中型車）機械荷役の場合
2,100円/30分（4tクラス中型車）手荷役の場合

「標準的運賃」 等の見直し①（R6.3.22国交大臣告示）

＜「下請け手数料」（利用運送手数料）の設定等＞
⚫ 「下請け手数料」（運賃の10％を別に収受）を設定 【運賃】

⚫ 元請運送事業者は、実運送事業者の商号・名称等を荷主に通知することを明記 【約款】

＜契約条件の明確化＞

⚫ 荷主、運送事業者は、それぞれ運賃・料金等を記載した電子書面（運送申込書／引受書）を交付することを明記 
【約款】

１．荷主等への適正な転嫁

積込料・取卸料

待機時間料

２．多重下請構造の是正等
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＜「個建運賃」の設定等＞
⚫ 共同輸配送等を念頭に、「個建運賃」を設定 【運賃】

⚫ リードタイムが短い運送の際の「速達割増」（逆にリードタイムを長く設定した場合の割引）や、有料道路を利用しない
ことによるドライバーの 運転の長時間化を考慮した割増を設定 【運賃】

＜その他＞
⚫ 現行の冷蔵・冷凍車に加え、海上コンテナ輸送車、ダンプ車等５車種の特殊車両割増を追加 【運賃】

⚫ 中止手数料の請求開始可能時期、金額を見直し 【約款】

⚫ 運賃・料金等の店頭掲示事項について、インターネットによる公表を可能とする 【約款】

「標準的運賃」 等の見直し②（R6.3.22国交大臣告示）

荷主A＋荷主B

荷主A

荷主B

１個＝
１両＝

１両＝

３．多様な運賃・料金設定等
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荷主A 荷主B

国土交通省：「標準的な運賃」について
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